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保健・福祉・子育て・教育の「縦割り」を廃し、すべての妊産婦、子どもと子育て家庭が抱える様々

な課題を全体で対応することを目的に、令和４年４月に『こどもサポートセンター』を設置しました。

令和５年４月からはその機能を強化するため、待ちの支援から予防的な関わりによる支援を強化する

ため、「子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）」を、子育て世代包括支援センター（母子保健）を統合し、

一体的相談支援機関へと機能強化しました。

妊産婦および０歳児から１８歳までのすべてのこども・家庭を対象にした相談・支援機関です。
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